
第１７回東アジア首脳会議（ＥＡＳ） 

議長声明（和文概要） 

（２０２２年１１月１３日） 

 

【ＥＡＳのレビューと将来の方向性】 

 

●国連憲章の原則に基づく多国間主義及び法の支配に基づく国際秩序の強化に

おけるＥＡＳの重要な役割を支持することを強調。（パラ３） 

 

【協力分野】 

 

（環境及びエネルギー） 

●特に設立後はＡＳＥＡＮ気候変動センター等の関連するプラットフォームを

通じて、ベストプラクティスの共有及び技術的専門知識の提供を通じたものを

含め、ＥＡＳ参加国に対して、気候変動の適応及び緩和に関する協力を強化す

ることを慫慂。（パラ１１） 

 

●ＥＡＳ参加国に対して、エネルギー協力を一層強化することを慫慂。エネル

ギーの移行を加速化させるための資金動員、技術アクセス及びイノベーション

の重要性に留意するとともに、ＥＡＳ参加国が、コミットメントを強化すると

ともに、持続可能で気候変動に対応できるインフラに向けた投資を拡大及び移

行するためのイニシアティブを拡大させていることを歓迎。（パラ１３） 

 

（金融） 

●継続的な地域金融協力を通じた外部からのショックに対する地域の強靱性の

一層の強化、及びマクロ経済及び金融発展に関する意見交換に対する支持を表

明。（パラ１６） 

 

（国際保健及び感染症） 

●ＣＯＶＡＸ ＡＭＣの枠組を通じて提供された地域的支援及びＡＳＥＡＮ加

盟国に対する多国間及び二国間のワクチン供与に関する貢献を歓迎。（パラ１

８） 

 

●新型コロナ感染拡大の多面的影響を軽減し強靱な回復に向けて地域を支援す

るためのＥＡＳ参加国間の集団的取組の強化の重要性を強調。医療制度、人間

の安全保障、経済統合、デジタルトランスフォーメーション及び持続可能性と



いった５つの広範な戦略におけるＡＳＥＡＮ包括的復興枠組（ＡＣＲＦ）の実

施に関する顕著な進展に留意。ＡＣＲＦの効果的な実施を支援するための協力

及びパートナーシップを引き続き強化するとのコミットメントを再確認。（パ

ラ２３） 

 

（災害管理） 

●Ｏｎｅ ＡＳＥＡＮ，Ｏｎｅ Ｒｅｓｐｏｎｓｅに関するＡＳＥＡＮ宣言の実

施への支持を改めて表明。ＡＳＥＡＮ防災緊急対応協定（ＡＡＤＭＥＲ）作業

計画（２０２１-２０２５）の優先プログラムを実施し、災害管理及び緊急対

応に関するＡＳＥＡＮの主要な地域調整機関としてのＡＳＥＡＮ防災人道支援

調整センター（ＡＨＡセンター）の能力を強化することに対する継続的な支持

を再確認。（パラ２４） 

 

（ＡＳＥＡＮ連結性） 

●地域の貿易、投資及びサービスの競争力を促進し、新型コロナ感染拡大から

の社会経済の回復を支援するために、連結性を促進することの重要性を再確

認。ＡＳＥＡＮ連結性マスタープラン（ＭＰＡＣ）２０２５のＡＳＥＡＮによ

る実施を支援するための取組を賞賛するとともに、一層具体的な連結性プロジ

ェクトの開発を期待。（パラ２６） 

 

（経済協力及び貿易） 

●世界貿易機関（ＷＴＯ）をその中核としたルールに基づいた非差別、開放

的、公正で、包摂的、公平かつ透明な多国間貿易システムを強化することへの

コミットメントを再確認。ＡＳＥＡＮが中心的役割を果たしつつ、ＥＡＳ参加

国間の経済関係を強化する重要性を強調。地域経済安全保障、地域経済統合及

びグローバル・サプライチェーンの強靱性を一層強化し、地域における開発格

差を是正するため、ＥＡＳ参加国が直面している共通の経済課題に関する一層

の対話を慫慂。地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）参加国は、２０２２年１

月１日にＲＣＥＰ協定が発効したことを歓迎し、同協定の完全かつ効果的な実

施を期待。（パラ３０） 

 

●主要な地域経済問題に関する継続的な調査と分析について、東アジア・アセ

アン経済研究センター（ＥＲＩＡ）を賞賛。ＥＲＩＡにおける「デジタル・イ

ノベーション、サステナブル・エコノミー・センター」の設置を歓迎。（パラ

３２） 

 



（海洋協力） 

●特に１９８２年の国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）等の国際法に従ってＥＡ

Ｓ参加国間の海洋協力を強化することへの支持を表明。ＡＳＥＡＮ地域フォー

ラム（ＡＲＦ）、拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議（ＡＤＭＭプラス）及びＡＳＥＡ

Ｎ海洋フォーラム拡大会合（ＥＡＭＦ）等のＡＳＥＡＮ主導のメカニズムとの

補完性を強化する必要性を強調。ＵＮＣＬＯＳの普遍的で統一された性格を前

文において強調し、また、ＵＮＣＬＯＳが海洋及び海における全ての活動がそ

の中で実施されなければならない法的枠組みを定め、海洋セクターにおける

国、地域及び世界的な行動及び協力の基礎として戦略的に重要であり、その完

全性を維持する必要があることを再確認している国連総会（ＵＮＧＡ）決議Ａ

/ＲＥＳ/７６/７２に留意。（パラ３６） 

 

【地域及び国際情勢】 

 

（朝鮮半島） 

●ほとんどのＥＡＳ参加国が、今年の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）実験を

含む北朝鮮による弾道ミサイル発射の最近の急増、及び核兵器使用の可能性に

関する事態をエスカレートさせ不安定化をもたらすレトリックに重大な懸念を

表明。全ての当事者による継続した平和的な対話の重要性を強調し、非核化さ

れ、平和で繁栄した朝鮮半島の恒久的な平和と安定を実現するための韓国の取

組への支持を表明。多くのＥＡＳ参加国は、北朝鮮に対し、全ての関連する国

連安保理決議を完全に遵守することを求め、全ての関連する国連安保理決議の

完全な履行へのコミットメントを改めて表明するとともに、朝鮮半島の完全

な、検証可能な、かつ不可逆的な非核化を平和的な方法で実現するための国際

的な取組に留意。当事者による平和的な対話に資する雰囲気を促進する上で、

ＡＳＥＡＮ主導のプラットフォームの活用を通じたものを含め、建設的な役割

を果たす用意があることを改めて表明。拉致問題の即時解決を含む国際社会の

人道上の懸念の問題に対処することの重要性について表明された見解に留意。

（パラ４３） 

 

（南シナ海） 

●南シナ海における平和、安全保障、安定、安全並びに航行及び上空飛行の自

由を維持し促進する重要性を再確認するとともに、南シナ海を平和、安定及び

繁栄の海とすることの利益を認識。２００２年の南シナ海における行動宣言

（ＤＯＣ）を全体として完全かつ効果的に履行することの重要性を強調。複数

のＥＡＳ参加国は、進行中のＡＳＥＡＮと中国の間での協力強化の取組を歓迎



するとともに、相互に合意したタイムラインの中で、１９８２年の国連海洋法

条約（ＵＮＣＬＯＳ）を含む国際法と整合的で、実効的かつ実質的な南シナ海

における行動規範（ＣＯＣ）の早期妥結に向けた進行中の交渉を歓迎。２０２

２年５月２５日から２７日のシェムリアップにおける第３６回ＤＯＣ共同作業

部会（ＪＷＧ-ＤＯＣ）及び２０２２年１０月１日から３日のプノンペンにお

ける第３７回ＪＷＧ-ＤＯＣの開催を通じて、ＣＯＣ交渉テキストシングルド

ラフトの対面での文言交渉が再開されたことを歓迎。ＵＮＣＬＯＳを含む国際

法と整合的で、実効的かつ実質的なＣＯＣの早期妥結を期待。ＣＯＣ交渉に資

する環境を維持し促進する必要性を強調。緊張を緩和し、事故、誤解及び誤算

のリスクを軽減させ得る実践的な措置を歓迎。特に当事者間の信用及び信頼を

強化するための信頼醸成措置と予防措置をとることの重要性を強調。ＵＮＣＬ

ＯＳを含む国際法を遵守することの重要性を再確認。（パラ４４） 

 

●南シナ海の状況について議論し、信用と信頼を損ない、緊張を高め、また、

地域における平和、安全及び安定を損ない得る、地域における埋め立て、活動

及び深刻な事案について、複数のＥＡＳ参加国から懸念が表明された。相互信

用と信頼を高め、紛争を複雑化又は悪化させ平和、安全及び安定に影響し得る

活動に当たって自制し、状況をさらに複雑化させる可能性のある行動を回避す

る必要性を再確認。ＵＮＣＬＯＳを含む国際法の諸原則に従って紛争の平和的

解決を追求する必要性を一層再確認。ＤＯＣで言及された事項を含め、南シナ

海における状況を更に複雑化させ、緊張を高め得るクレイマント国やその他全

ての国による全ての活動の実施における非軍事化及び自制の重要性を強調。

（パラ４５） 

 

（台湾海峡） 

●複数のＥＡＳ参加国は、各々の「一つの中国」政策を改めて表明しつつ、両

岸問題の平和的な解決を求めた。（パラ４６） 

 

（ミャンマー情勢） 

●ミャンマーにおける最近の情勢について広範に議論し、４名の民主活動家の

死刑執行を含む同国の状況、並びに同国の人道状況を悪化させている暴力の拡

大及び市民の殺害について深い懸念を表明。２０２２年１月のフン・セン・カ

ンボジア王国首相によるミャンマー訪問及び２０２２年３月及び６月下旬から

７月上旬にかけてのミャンマーに関するＡＳＥＡＮ議長特使としてのプラッ

ク・ソコン・カンボジア王国副首相兼外務国際協力大臣によるミャンマー訪問

を含め、状況に対処するための取組を歓迎。大多数のＥＡＳ参加国が、５つの



コンセンサスの履行にほとんど進展がないことに深い失望を表明。地域の平和

と安定に対するコミットメントを改めて表明するとともに、ＡＳＥＡＮがミャ

ンマーの民主主義への復帰を積極的、平和的かつ建設的に支援し、人道支援の

提供を促進するための支援を行う用意があることを表明。これに関し、「５つ

のコンセンサス履行に関するＡＳＥＡＮ首脳のレビューと決定」の採択を歓

迎。ミャンマーに関するＡＳＥＡＮ議長特使が可能な限り早期にミャンマーの

関係者と関与することへの支持を表明。（パラ４７） 

 

（暴力的過激主義、急進化、テロ対策） 

●国、準地域及び地域レベルでのテロ対策の効果的な実施を通じて、テロ及び

テロの急進化を助長する暴力的過激主義に対抗するというコミットメントを再

確認。（パラ４８） 

 

（持続する地域的枠組） 

●より広範なアジア太平洋及びインド洋地域におけるＡＳＥＡＮの関与のため

の指針としてのインド太平洋に関するＡＳＥＡＮアウトルック（ＡＯＩＰ）の

重要性を改めて表明。相互信頼、相互尊重及び信用を一層促進し、地域の平和

及び繁栄に貢献するため、ＡＯＩＰで記載された優先分野、すなわち、海洋協

力、連結性、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）、経済等の分野における実質的

な協力を強化し促進することを慫慂。（パラ５０） 

 

（ウクライナ情勢） 

●ウクライナにおける紛争に関し、多くのＥＡＳ参加国は、国連憲章に記され

ているようなウクライナの主権、政治的独立及び領土一体性を尊重する必要性

を再確認。ウクライナ情勢について議論し、特に国連安保理及び国連総会とい

った様々なフォーラムで表明された各国の立場を想起。ほとんどのＥＡＳ参加

国が、ウクライナ侵略への非難を表明。多くのＥＡＳ参加国が、核兵器は決し

て使用されてはならないことを強調。国連憲章を含む国際法の遵守、並びにＡ

ＳＥＡＮ憲章及び東南アジア友好協力条約（ＴＡＣ）において記されている基

本原則の遵守を繰り返し求めた。戦争の即時終結及び国連憲章の原則に基づい

た公正な平和の重要性を強調。国連総会決議で確立された人道、中立及び公平

の基本原則に従った人道支援の提供における国連事務総長、国連機関及び赤十

字国際委員会（ＩＣＲＣ）の役割の重要性を認識。ウクライナにおいて困窮し

ている人々に対する人道支援への迅速かつ安全で妨害されることのないアクセ

スの促進を求めるとともに、一般市民、人道支援従事者及び脆弱な状況にある

人々の保護を求めた。いくつかのＥＡＳ参加国は、ウクライナにおける状況の



根本的な原因に対処すべきであり、全ての国に関する正当な懸念は考慮されな

ければならないという見解に留意。多くのＥＡＳ参加国は、ウクライナのＴＡ

Ｃへの加盟を歓迎。（パラ５１） 

 

（その他の事項） 

●２０２３年にインドネシアで予定されている第１８回ＥＡＳ首脳会議の開催

を期待。（パラ５３） 

（了） 


